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第６回 酒田市教育委員会定例会 会議録 

１ 日  時  令和５年６月２６日（月）  午後１時３０分 開会 

午後１時５０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所３階 第一委員会室 

 

３ 出 席 者 

出席   欠席 教 育 長 鈴 木  和 仁 

出席   欠席 委 員 岩 間  奏 子 

出席   欠席 委 員 神 田  直 弥 

出席   欠席 委 員 阿 部  浩 

出席   欠席 委 員 鶴 田  淑 子 

 

４ 説 明 者 

出席   欠席 教 育 次 長 池 田  里 枝 

出席   欠席 教 育 次 長 佐 藤   元 

出席   欠席 企 画 管 理 課 長 高 橋  浩 平 

出席   欠席 
スクール・コミュニティ

推進主幹 
真 嶌   斉 

出席   欠席 学 校 教 育 課 長 小 松  泰 弘 

出席   欠席 指 導 主 幹 菅 原  智 法 

出席   欠席 社 会 教 育 課 長 前 田  聡 子 

出席   欠席 スポーツ振興課長 齋 藤  聡 

 

５ 議事日程 

 日程第１ 会期決定 

 日程第２ 会議録署名委員の指名 

 日程第３ 前回会議録の承認 

 日程第４ 議事 

日程第５ その他 
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（鈴木教育長）ただいまより、令和５年第６回酒田市教育委員会定例会を開会いたします。

本日は、全員出席ですので直ちに会議を開きます。 

 

 

 

（鈴木教育長）日程第１ 会期の決定を議題といたします。会期は本日１日限りとしたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

 

 

（鈴木教育長）次に日程第２ 会議録署名委員の指名を議題といたします。本日の署名委

員に岩間委員と阿部委員を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会議録署名委員は岩間委員と阿部委員に

決定いたしました。 

 

 

 

（鈴木教育長）次に日程第３ 前回会議録の承認を議題といたします。前回の定例会の会

議録の写しを事前にお示ししておりますので、そちらでご了承くださるようお願いいた

します。 

 

 

 

 

（鈴木教育長）次に日程第４ 議事に入ります。ここで発議いたします。議第３０号及び

議第３１号は人事案件であることから、酒田市教育委員会会議規則第１４条に基づき、

非公開としたいと思います。議第３０号及び議第３１号を非公開とすることに賛成の委

員は挙手をお願いいたします。 

 

◎ 開議 

◎ 会期 

◎ 会議録署名委員の指名 

◎ 前回会議録の承認 

◎ 議事  議第３０号 酒田市社会教育委員の委嘱について 

     議第３１号 酒田市公民館運営審議会委員の委嘱について 
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（鈴木教育長）全員の賛成がありましたので、議第３０号及び議第３１号につきましては、

非公開といたします。また、ただいま非公開としました議案については、最後に審議を

行いますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

（鈴木教育長）日程第５ その他に入ります。報告事項１について、担当から説明をお願

いします。 

 

（スクールコミュニティ推進主幹）報告事項１ 第四中学校区内の学校統合について説明

いたします。 

第四中学校区内の小・中学校の状況につきましては、平成２５年度から黒森小学校、令

和４年度から新堀小学校において複式学級が編成されているところでございますが、令

和６年度からは加えまして広野小学校と浜中小学校において新たに複式学級が編成さ

れる見込みとなっております。 

また、第四中学校の生徒数についても、今年度令和５年度において３９６名となってい

るものが、１２年後の令和１７年度には２１６名になることが予想されるなど、学校の

小規模化が進行している状況にあります。 

こうしたことから、これまでも地域の方々などに情報提供や意見交換を行ってまいった

ところでございますが、令和５年３月には、地区内６コミュニティ振興会の会長連名に

よる学校統合推進に関する要望書が寄せられるなど、地区の代表的な立場の方も統合に

肯定的であることが確認されたところです。 

また、６コミ振会長からは、小学校統合に合わせた小中一貫校の設立についても要望が

寄せられたこともあり、教育委員会事務局として改めて義務教育学校の設立を視野に検 

討を進めてまいりました。 

 今年度５月に開催した地域住民全体を対象にした説明・意見交換会においては、地区内

小学校を一つに統合することを前提とし、第四中学校も合わせて義務教育学校を設立す

る構想を説明しましたところ、参加者の受け止め方も概ね好意的なものだったと感じて

おり、反対する意見が無かったことからも、小学校の統合も含めて地域の皆さまから概

ね理解を得られたものと捉えております。 

令和４年度からの第四中学校区内で行ってきた意見交換会などの開催状況については

資料のとおりでございます。 

令和４年度には延べ２６０人ほど、今年度５月の意見交換会においては延べ１７０人ほ

どの方々から参加をいただいております。 

先ほども申し上げましたとおり、これらの意見交換においては、統合そのものに反対す

る意見は出されなかったところでございます。 

これらのことから、第四中学校区内の義務教育環境については、酒田市小・中学校学区

改編審議会の答申をいただいたうえで、教育委員会に方針の提案を行いたいと考えてお

◎ その他 
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ります。 

先日電子メールでお知らせしたところではございますが、６月２３日に開催した、酒田

市小・中学校学区改編審議会におきまして、第四中学校区の学校統合について諮問を行

ったものでございます。 

条例で定める審議会の目的としては、「学区の改編とその実施に必要な事項」に関し教

育委員会の諮問に応ずるためとなっております。 

細部におきましては、今回の案件の内６小学校が統合する場合のみ学区の改編が必要と

なるものでございますが、統合後の学校の形としては第四中学校も含めた義務教育学校

という、合わせて一つの学校の設立を想定していることもありまして、次のページにお

付けしております諮問文書のとおり、「６小学校及び第四中学校の統合について」とい

う文言で諮問を行っております。 

６月２３日に開催された審議会におきましては、委員の互選によって松山地区から推薦

いただいた加藤博之氏が会長に選出されております。 

事務局から酒田市全体における学区に関する諸課題の他、第四中学校区の状況などにつ

いて説明を行ったあと、教育長より加藤会長に対して諮問書をお渡ししたものでござい

ます。 

早ければ７月２０日開催予定の次回審議会において答申が出される可能性がございま

すが、その答申を踏まえまして、速やかに第四中学校区の基本方針をご提案申し上げた

いと考えております。私からは以上です。 

 

（鈴木教育長）ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

（阿部委員）各川南地区の６地区プラス中学校の説明意見交換会はこれで終えるのか、そ

れともまだ何度かあるというイメージでしょうか。 

 

（スクールコミュニティ推進主幹）方針決定前での意見交換会については、これで一旦区

切りということにさせて頂いて、あとは方針決定等いろんな決定事項があり次第、その

都度その都度お知らせの文書だとか説明会だとか、あとは実際の協議会といいますか、

検討会というものを開催していく予定を考えております。 

 

（阿部委員）私も宮野浦地区で参加させていただいたんですけれども、会終わってからこ

れ聞いておけば良かったとか、他の保護者さんから声がいくつかあったので、そういう

聞ける場があればな、意見交換会だけではなくてＨＰ上とか後日思ったことを発信でき

る、聞けるツールか何かあればなと思ったので質問させていただきました。ありがとう

ございます。 

 

（スクールコミュニティ推進主幹）その都度その都度疑問についてお寄せいただいたもの

については、事務局段階でお答えできるものについてはお答えしていくつもりでござい
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ます。ただ、今回ある程度ご理解といいますか統合に関するご理解は進んだものと考え

ておりまして、その次の段階に速やかに進むために、理解を進めるための部分の時間を

今設けるということではなくて、一旦ここで方針決定までの流れを急いでいるというよ

うな形になろうかなと思います。一応、地区の方からもなるだけ早く進めてくれという

ような話もございましたので、こちらの方を重視させていただこうと考えております。 

 

（鈴木教育長）諮問した段階なので、答申頂いて、教育委員会としての方針も決まって公

にする段階で例えばその件をまた地区に説明しに行くとか、案が上がってきた段階で、

それについて広く市民に公表した時に質問なんかを受け付ける何か考えないといけな

いんでしょうね。 

 他に何かございますでしょうか。報告事項は以上となります。 

 

（議第３０号及び議第３１号は人事案件のため非公開） 

 

（鈴木教育長）本日の案件は以上となります。事務局から他にございますか。 

 

（鈴木教育長）委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

（鈴木教育長）以上を持ちまして、本日の日程は、すべて終了いたしましたので閉会いた

します。 


